
 

東 可 児 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約 

 

 第１章 名称及び事務局 
第１条 本会は、東可児中学校ＰＴＡと称し、事務局を東可児中学校内に置く。 

（可児市皐ケ丘４丁目７１番地） 
 
 第２章 目的 
第２条 本会は、学校、家庭及び地域との理解と信頼を深めながら次の事項の達成に努める。 
 一 生徒の健全な育成と福祉を図る。 
 二 生徒の教育環境の充実と改善に努める。 
 三 会員相互の教養を高め、親睦を深める。 
 
 第３章 方針 
第３条 本会は、教育を本旨とする民主団体として活動する。 
第４条 生徒の健全な育成と福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 
第５条 特定の政党や宗教に偏ることなく、また、もっぱら営利を目的とする行為は行わない。 
第６条 学校の人事その他の管理に干渉しない。 
 
 第４章 会員 
第７条 本会の会員は、東可児中学校に在籍する生徒の保護者及び東可児中学校の教職員とする。 
第８条 会員は、すべて平等の権利と義務を有する。 
 
 第５章 会計 
第９条 本会の会計は、会費、事業収入、寄付金及びその他の収入をもって充てる。 
第９条の２ 本会の東可児中学校ＰＴＡ特別会計は、ＰＴＡ資源回収、ＰＴＡ常時資源回収及びその他の

収入をもって充てる。 
第９条の３ 本会の１０周年記念会計は、東可児中学校ＰＴＡ特別会計からの特別基金積立金を充てる。 
第１０条 本会の会費は、会員一人（一世帯）につき年額３，０００円とし、原則として年２回で納入す

る。 
第１０条の２ 転出、転入に伴う会費の返金及び徴収については、次のとおりとする。 

一 １か月につき２５０円で計算し、返金又は徴収する。 
二 転出の場合は、在籍した月以降の分を返金し、転入の場合は、転入してきた月の分か
ら徴収する。 

第１１条 本会の経理は、評議員会において承認された予算に基づいて行われる。 
第１２条 計画外予算の執行に当たっては、その内容について定例の本部役員会において審議し、本部役

員全員の賛同を得て執行するものとする。（金融機関との取引は会計担当が行う） 
第１３条 本会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を受けなければならない。 
第１４条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 
 
 第６章 役員 
第１５条 本会は、次の役員をおくものとする。 

一 会長  １名（保護者） 
二  副会長  ２名（男性及び女性の保護者各１名） 
三 書記  ２名（保護者１名、教職員１名） 
四 会計  ２名（保護者１名、教職員１名） 
五 部長  ２名（保護者とし、環境整備、広報の各１名） 
六 代議員長  １名（保護者） 
七 家庭教育学級長 １名（保護者） 
八 代議員  各地区（保護者） 
九 会計監査委員 ２名（一から八の役員を除く） 
十 健全育成委員 ６名（男性保護者） 
十一 学年委員  各学年から６名（保護者） 



 

２ 本部役員は、会長、副会長、書記、会計、部長、代議員長、家庭教育学級長とする。 
第１６条 役員の任期は、原則として１年とし、第１４条の会計年度に合わせるものとする。なお、再任

を妨げないものとする。 
２ ただし、本規約に従い円滑な活動を遂行するため、引き継ぎに要する期間はこの限りではない。 

第１７条 本会には顧問をおくこととし、校長と前会長がこの任に当たるものとする。なお、前会長が不
在となる場合は、現会長が指名するものとする。 

第１８条 役員の選出は次の方法による。 
一 推薦委員会は、本部役員及び会計監査委員について、会員から候補者を選出し、評議員会
の承認を得て、総会にて報告する。 

二 代議員は、地区ごとに本部役員以外の会員から選出する。 
三 健全育成委員は、本部役員及び代議員以外の会員から選出する。 
四 学年委員は、学年ごとに上記役員以外の会員から選出する。 

第１８条の２ 役員の免除については別に定める。 
第１９条 推薦委員会の委員の数と選出の方法は別に定める。 
 
  第７章 集会 
第２０条 総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。 

２ 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 
３ 総会は、全会員の３分の１の出席がなければ、その会議を開き、議決することはできない。た
だし、委任状をもって出席とみなすことができる。 

４ 総会の議事は、出席者の過半数で決する。 
５ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は全会員の３分の１以上の要求があったときに開催
することができるものとする。 

６ 定期総会は、原則として年１回４月に開催し、次の事項を審議する。 
一 新年度役員の選出経過の報告 
二 新年度事業計画案ならびに予算案の承認 
三 前年度事業報告ならびに会計報告 
四 規約改正の報告 
五 その他の重要事項 

第２１条 評議員会は、会計監査委員を除く役員によって構成する。 
２ 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その会議を開き議決することができない。 
３ 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決する。 
４ 評議員会は、次の事項を審議し、議決する。 

一 本部役員会から提案された事項 
二 本会の活動のための必要な委員会、部会の設置 
三 その他本会の運営、活動に関すること 
四 総会に報告すること 

５ 議長は、評議員の互選、又は評議員の承認を得て会長が務める。会は必要に応じて開催するこ
とができる。 

 
 

第８章 本部役員会 
第２２条 本部役員会は、第１５条第２項に定める本部役員をもって構成する。 
第２３条 本部役員会は、本会の運営、事業内容を審議し、方向性を決定する。 
 
 第９章 委員会・専門部会 
第２４条 代議員会は、代議員長及び代議員によって構成する。 

２ 代議員会は、本会の目的達成のための活動及び代議員としての研修を行う。 
３ 代議員長は、代議員会を代表する。 

第２５条 削除 
第２６条 健全育成委員会は、男性副会長、健全育成委員、代議員で構成する。 

２ 健全育成委員会は、本会の目的達成のための活動及び研修 
を行う。 



 

   ３ 健全育成委員会は、生徒の校外における諸活動や生活に対する援助及び指導を行う。 
第２７条 子育て委員会は、女性副会長と学年委員の半数で構成する。 

２ 子育て委員会は、本会の目的達成のための活動及び研修を 
行う。 

第２８条 削除 
２ 削除 

第２９条 広報部は、広報部長と学年委員の１／３で構成する。 
２ 広報部は、ＰＴＡ会報や記念誌等の発行を行う。 

第３０条 環境整備部は、環境整備部長と代議員によって構成する。 
２ 環境整備部は、学校及び地域の教育環境の充実と改善に努める。 

第３０条の 2 家庭教育学級は、ＰＴＡ会員全員で構成する。 
   ２ 家庭教育学級は、保護者の子育て等に関わる講座等を行う。 
第３１条 特別の事項について、必要があるときは、第２４条から第３０条の規定に定める委員会及び専

門部会以外の専門部を設けることができる。 
 

第１０章 役員の任務 
第３２条 会長は、次の職務を行う。 

一  本会を代表し、会務を総括する。 
二  総会、その他全ての会を招集することができる。 
三  総会、評議員会への年間行事計画案、予算案、規約の改正等すべての議案提出者となる。 

第３３条 副会長は、次の職務を行う。 
一  会長を補佐し、会長不在の場合は代理を務める。 
二  男性副会長は、健全育成委員長を兼ねる。 
三  女性副会長は、子育て委員長を兼ねる。 
四  男性副会長は、集会及び本部役員会等の司会を務める。 

第３４条 書記は、次の職務を行う。 
一  総会及び評議員会の議事並びにこの会の活動に関する重要事項を記録する。 
二  記録、通信その他の書類を保管する。 
三  会長の指示に従って、この会の庶務に従う。 

第３５条 会計は、次の職務を行う。 
一  総会が承認した予算に基づいて、一切の会計事務を処理する。 
二  会計監査委員の監査を経た決算書を総会に報告する。 

第３５条の２ 会計監査委員は、次の職務を行う。 
一  その年度の会計を監査する。 
二  監査結果を次年度の総会に報告する。 

第３５条の３ 健全育成委員長は、次の職務を行う。 
一  夏休み及び春休みの校外巡回指導の統括を行う。 
二 PTA芸術鑑賞会の企画、運営を行う 

第３５条の４ 広報部長は、次の職務を行う。 
一  広報誌の編集・発行をはじめとする広報活動の統括、指揮を行う。 

第３５条の５ 環境整備部長は、次の職務を行う。 
一  資源回収における外部業者との調整及び資源回収全体の統括、指揮を行う。 
二  校内草刈りの統括、指揮を行う。 

第３５条の６ 代議員長は、次の職務を行う。 
一  資源回収における桜ケ丘小学校ＰＴＡとの調整及び代議員の統括、指揮を行う。 
二 推薦委員会の委員長として、役員選出の統括、指揮を行う。 

第３５条の７ 削除 
第３５条の８ 家庭教育学級長は、次の職務を行う。 
     一 家庭教委育学級の企画、運営を行う。 
第３６条 代議員は、次の職務を行う。 

一  代議員会に出席する。 
二  自地区内会員を把握する。 
三  代議員会、健全育成委員会、環境整備部会に所属する。 



 

四 推薦委員として役員選出に協力する。 
第３７条 学年委員は、次の職務を行う。 

一  会員相互の連絡調整と親睦を図る。 
二  通信の伝達のほか、委員会及び専門部の活動に協力する。 
三  必要に応じ学年委員会を開催することができる。 
四 子育て委員会又は広報部、家庭教育学級に所属する。 

第３８条 健全育成委員は、次の職務を行う。 
一  健全育成委員会に出席する。 
二  健全育成委員会に所属し、資源回収、校外巡回指導、芸術鑑賞会ほかの活動に参画する。 

第３９条 顧問は、すべての会合に出席し、意見を述べることができる。 
 

第１１章 細 則 
第４０条 本会の運営に関する必要な細則は、この規約に反しない範囲で、会長が提案し、評議員会で議

決することができる。 
第４１条 本会の規約は、評議員会の過半数の賛成がなければ改正することができない。 
 

附 則 
この規約は、昭和５８年４月１日から施行する。（東可児中学校 PTA設立） 
附 則 

この規約は、平成６年４月１６日から施行する。 
附 則 

この規約は、平成７年４月２３日から施行する。 
附 則 

この規約は、平成１１年４月１日から施行する。 
附 則 

この規約は、平成１８年４月２２日から施行する。 
附 則 

この規約は、平成１９年４月２１日から施行する。 
 
附 則 

この規約は、平成２０年４月１９日から施行する。 
附 則 

この規約は、平成２５年４月２０日から施行する。 
附 則 

この規約は、平成２７年４月１８日から施行する。 
附 則 

この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 
附 則 

この規約は、令和２年１１月１日から施行する。 
附 則 

この規約は、令和３年４月１日から施行する。 
          附 則 
    この規約は、令和４年４月１７日から施行する。 
     附 則 
    この規約は、令和４年９月１０日に改正 令和５年４月１日から施行する。 
     附 則 
    この規約は、令和６年４月２３日から施行する。 


